
（仮称）田野畑風力発電事業環境影響評価方法書に対する岩手県知事意見 

 

１ 総括的事項 

（１） 環境影響評価を行う過程において、環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法の選定に影響を与える新たな事情が生じた場合には、必要に応じ

て環境影響評価の項目並びに予測及び評価の手法を見直し、又は追加的に調査、

予測及び評価を行うこと。 

 

（２） 当該事業実施区域内には、保安林及び岩手県自然環境保全指針による保全区

分がＢランクに位置付けられる地区が含まれ、周辺には、複数の鳥獣保護区が

存在する等、事業実施区域及びその周辺は環境保全上、重要な地域である。 

また、周辺に生息するイヌワシの行動圏と事業実施区域とが重複している可

能性が高く、重大な影響が懸念されることから、専門家の意見を聴きながら、

希少猛禽類を含めた野生動植物の生息・生育に係る十分な調査を行い、その結

果に基づき予測及び評価を実施したうえで、重大な環境影響が認められるとき

は、事業区域の見直しをするなど、事業実施区域について慎重な検討を行うこ

と。 

 

（３） 事業計画の検討を進めるに当たっては、事業性の検討が、各環境影響評価項

目に係る調査、予測及び評価の結果を踏まえて行われる環境影響の回避・低減

に係る検討に優先されることがないようにすること。また、その検討経緯を準

備書以降の図書に記載すること。 

 

（４） 事業実施区域内に含まれる花崗岩質岩石地帯等にマサ土が散見されることか

ら、風力発電設備の位置・規模又は配置・構造等の検討に当たっては、十分な

土質調査を実施し、強い降雨時の崩落等を回避すること。 

 

（５） 当該事業の実施により想定される環境影響について調査、予測及び評価を実

施する際は、事業実施区域周辺で実施中の三陸沿岸道路の建設工事に伴う環境

影響を考慮したうえで、正確な予測評価を実施すること。 

 

（６） 環境影響の予測については、これまでの専門家の助言等を踏まえつつ、入手

できる最新のデータや知見に基づき行うとともに、できる限り定量的な手法を

用いること。また、その結果、重大な環境影響が認められるときは、風力発電

機の配置や構造の見直し等、その回避・低減を優先的に検討すること。 

 

（７） 以上を踏まえ、環境保全上重大な影響が生じないよう事業計画全体の見直し

を行うこと。 



２ 個別的事項 

（１） 大気環境 

    事業実施区域周辺には、住居、学校、病院その他の環境保全についての配慮

が必要な施設のほか、酪農団地も存在しており、工事の実施及び風力発電施設

の稼働に伴う騒音等に係る影響が懸念されることから、その影響について十分

な調査、予測及び評価を実施すること。 

 

（２） 水環境 

    事業実施想定区域周辺に水道水源が存在することから、水道水源への影響に 

ついて調査、予測及び評価を実施すること。 

また、事業に伴う水道水源への影響については、当該水源を利用する水道事 

業者と十分に協議すること。 

 

（３） 鳥類 

① 希少猛禽類 

事業実施区域は、イヌワシの行動圏と重複している可能性が高いことから、

以下の事項を踏まえ、事業実施区域の見直しを優先的に検討すること。 

・ 事業実施区域周辺には、未成熟と考えられる１個体を含む１ペアが生息

しており、未成熟個体が成熟し繁殖を開始した後、行動圏を調査する必要

があることから、それまで環境影響評価手続を継続し適正に予測及び評価

を行うこと。 

・ 採餌行動により低層を飛行するおそれがあること、及び、当該区域は夏

季にやませによる霧が発生し視界がさえぎられやすいことなど、バードス

トライクの危険性が高いと考えられること。 

・ 供用後、風車設置場所周辺は、森林の伐開を行わないよう森林施業者の

協力を求める必要があること。 

  ② その他鳥類 

ミゾゴイについて、「ミゾゴイ保護の進め方」（環境省）に沿った調査を実施

すること。 

 

（４） コウモリ類 

     コウモリ類について、事業実施区域周辺は龍泉洞などの洞窟が多く、日本有

数のコウモリの生息地であることから、専門家の意見を聴きながら十分な調査

を実施したうえで、影響について予測及び評価を実施すること。 

      

（５） 陸産貝類 

       陸産貝類については、専門家の意見を聴きながら十分な調査を実施したうえ

で、影響について予測及び評価を実施すること。 



（６） 植物類 

    植物類については、専門家の意見を聴きながら、十分な調査を実施したうえ 

で、影響について予測及び評価を実施すること。 

 

（７） 景観 

    事業実施区域周辺には、北山崎等の主要な眺望点や、住居、学校、病院その 

他の環境保全についての配慮が必要な施設が存在しており、事業の実施に伴う 

景観に係る影響が懸念されることから、その影響について十分な調査、予測及 

び評価を実施すること。 

 

（８） その他 

    事業の実施に当たっては、事業内容について、地元住民等へ十分な説明を行 

い、理解を得られるよう努めること。 

 


